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一般用医薬品のインターネット販売に関する意見 


 


 


○ 一般用医薬品のインターネット販売について、当会議は、本年 3月、安全


性を適切に確保する仕組みを設けた上で、すべての品目の販売を可能とする


ことを求める見解を公表した。同年 6月には、同趣旨の閣議決定がなされ、


その際、一般用医薬品への転換直後の品目等 25品目（のちに 28品目）につ


いては、インターネット販売か対面販売かを問わず、医療用に準じた慎重な


販売や使用がなされるよう、専門家による検討を行うこととされた。 


   


○ 当会議が行った厚生労働省からの事情聴取の内容や、専門家会合における


これまでの議論の経過を見る限り、薬剤師と購入者の対面による密着したや


りとりが求められるなどの理由で、28品目についてインターネット販売が制


約される方向で議論が進められる懸念がある。インターネット販売と対面販


売とに不合理な差を設けることは、上記閣議決定の趣旨に反するものである。 


 


○ 安全性の確保を前提に、インターネットを活用して国民の選択肢の拡大と


利便性の向上を図るため、専門家会合等において、閣議決定の趣旨を徹底さ


せるとともに、以下の点について、改めて政府に対し適切な対応を要請する。 


 


１ インターネット販売と対面販売とに不合理な差を設けることなく、閣議決


定の趣旨に沿った結論を得ること。また、インターネット販売に過剰な規制


を設け、国民の利便性が損なわれることがないよう、十分留意すること。 


 


２ 28品目の取扱いに係る今後の審議及び取りまとめに当たっては、6月の 


閣議決定内容に従い、インターネット販売と対面販売とに合理的根拠のない


差を設けないこと。それぞれの販売形態の特性を踏まえた合理的かつ客観的


な検討を行った上で、双方に安全性確保の仕組みを設けること。 


 


３ 取りまとめに当たっては、先の最高裁判決(平成 25年 1月 11日)の指摘 


を踏まえ、正当な理由なく憲法第 22条 1項の職業選択の自由や職業活動の


自由を制限することにならないよう、十分配意すること。 


 


 


以上 
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第 15回規制改革会議
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3.ワ ーキング ログループの検討項目について
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資料4 「 規制改革ホットライン」の処理状況


参考資料 産 業競争力会議 (9月 2日 )岡 議長提出資料


ヽ


―


―


ノ


分


室脚
雌”‐‐嘲


分


２０


０


　
１


印
期


９


階


和


‐２


＜


館


日


号


２


４


成


央


平


中


ｒ
ｌ
ｌ
に








1 


 


 


健康・医療ワーキング・グループの検討項目（案） 
 


 医療・介護・保育サービスの提供において、国民のニーズの多様化への対応、


安定的かつ持続可能とするための提供体制の再構築、サービス効率化の視点か


ら、関連する規制を総ざらいし、ＩＣＴを最大限に活用しながら必要な規制改


革を推し進める。 


 


◎１．最適な地域医療の実現に向けた医療提供体制の構築 


限られた医療資源を有効に活用するため、日常的な医療が完結する地域の単位であ


る二次医療圏の柔軟な運用や病院と診療所間等の医療機関の連携促進等について、地


域医療ビジョンのガイドラインや医療計画の在り方を含めて検討すべきではないか。 


◎２．医療機関の業務・ガバナンス等の見直し 


医療機関の経営基盤を強化するため、医療機関の業務の範囲や役員・社員に係る要


件等を見直すべきではないか。 


◎３．在宅医療・在宅介護の推進 


在宅医療を専門に行いたい診療所にとって、外来診療が前提となった現行制度が制


約要件になっているとの指摘がある。こうした既存の規制の見直しを含め、国民が安


心して在宅医療・介護を受けられる仕組みを構築すべきではないか。 


４．医療関連従事者の役割分担の見直しや必要な人材の確保 


今後、地域によって医師・看護師等の不足が一段と深刻になることが予測される。


チーム医療を進め、地域ごとの医療ニーズを充足するために、医師・看護師等の役割


分担の見直しや必要な医師・看護師等の確保策を検討すべきではないか。 


◎５．レセプト帳票の見直しなど分析可能なデータの整備 


健康保険組合等の保険者などが医療費の明細書であるレセプトのデータを有効に


活用し、医療サービスの質向上と効率化を進められるよう、レセプトで使用する傷病


名の統一・コード化や、傷病名と診療内容等の紐付けなど、レセプト帳票の様式を見


直すべきではないか。 


◎６．保険者による直接審査の推進 


診療報酬の審査及び支払に関する事務を健康保険組合等の保険者が直接行う場合、


医療機関又は薬局の合意を得る必要がある。保険者による直接審査を推進するため、


医療機関又は薬局の合意を通知に変更すべきではないか。 


 


資料３ 
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◎７．支払基金と国保連の役割分担の見直し 


社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会は、ともに診療報酬の審査及


び支払に関する事務を行っている。それぞれが担っている役割を確認し、重複してい


る機能を統合するなど、効率化を図るべきではないか。 


８．医薬品・医療機器に係る治験前臨床試験の有効活用 


革新的な医薬品・医療機器を開発促進するには、臨床研究と新しい医薬品等の承認


を得るために行う治験を一貫して管理する仕組みが必要である。特に希少疾病用医薬


品・医療機器の承認審査の迅速化は重要な課題のひとつであり、一定の条件の下、治


験前に行う臨床試験の結果を治験データとして有効活用できるようにすべきではな


いか。 


 ９．セルフケア領域に適する医療用検査薬等の見直し 


検査薬の多くは医療用医薬品として、調剤室での保管や薬歴管理の実施、薬剤師に


よる対面販売などが求められている。国民のセルフケア向上のため、低リスクの検査


薬については一般用医薬品として取り扱うべきではないか。 


 


（注１）審議の状況により、項目の入替・追加等を行うことがあり得る。 


（注２）◎は、検討項目に関連する法律案の国会提出予定時期や政府全体のプラン等の策定


予定時期等を勘案し、各ワーキング・グループにおいて、おおむね平成 25 年内に検討


結果をまとめることを予定している項目。 
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雇用ワーキング・グループの検討項目（案） 
 


 「人が動く」ように雇用の多様性、柔軟性を高める政策を展開し、女性にも


男性にも働きやすい「失業なき円滑な労働移動」を実現させていくという視点


から、必要な規制改革を推し進める。 


 


◎１．労働時間法制等の見直し  


個々の労働者のライフスタイルに合わせた多様で柔軟な働き方を実現するために労


働時間の規制改革が必要ではないか。具体的には、企画業務型裁量労働制やフレックス


タイム制を始め、時間外労働の補償の在り方、労働時間規制に関する各種適用除外と裁


量労働制の整理統合等、労働時間法制全般について見直すべきではないか。 


◎２．ジョブ型正社員の雇用ルールの整備 


重点フォローアップの中で、さらに議論を掘り下げる必要がある。特に、職務等限定


型正社員（専門性を活かしたプロ型正社員や勤務地又は労働時間を限定した正社員）も


働きやすくなるように、労働契約や就業規則における内容の明確化、無限定社員との間


の均衡処遇、人事処遇全般の在り方に関するルールの確認・整備を行う必要があるので


はないか。 


◎３．労働者派遣制度の見直し 


重点フォローアップの中で、さらに議論を掘り下げる必要がある。特に、「常用代替


防止」のために派遣労働を「臨時的・一時的な業務」、「専門業務」、「特別の雇用管理を


要する業務」に限定するという規制体系、規制手法を抜本的に見直し、派遣形態を望む


労働者が働きやすくなるように、できる限り簡素で分かりやすい仕組みに改めるべきで


ないか。 


４．有料職業紹介事業等の規制改革 


転職等を通じて労働者の活躍の場を広げ、円滑な労働移動を支える観点から、有料職


業紹介事業やその他労働者移動支援等に関する必要な見直しを行うべきではないか。 


５．労使双方が納得する雇用終了の在り方 


労使双方が納得する在り方の観点から、判決で解雇無効とされた場合における労働者


の救済の多様化に向けた環境の整備を行うべきではないか。 


６．研究者等の有期労働契約に係る環境整備 


研究者等の有期労働契約の労働者については、改正労働契約法の施行により労働契約


期間が５年に達する前に雇止めされる場合があるとの指摘があり、労働契約期間に係る


見直しを行うべきではないか。 


 


（注１）審議の状況により、項目の入替・追加等を行うことがあり得る。 


（注２）◎は、検討項目に関連する法律案の国会提出予定時期や政府全体のプラン等の策定


予定時期等を勘案し、各ワーキング・グループにおいて、おおむね平成 25 年内に検討


結果をまとめることを予定している項目。 
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創業・ＩＴ等ワーキング・グループの検討項目（案） 
 


 起業・新規ビジネスの創出・拡大、ＩＴによる経営効率化、産業の新陳代謝、


国民の選択肢拡大等の視点から、関連する規制を総ざらいし、必要な規制改革


を推し進める。 


 


（起業・新規ビジネスの創出・拡大） 


◎１．クラウドメディアサービスの実現のための規制の見直し 


個人が所有するコンテンツ（音楽等）をネットワーク上に保管し、視聴する等のサー


ビス（クラウドメディアサービス）の実現を阻害する規制を見直すべきではないか。 


２．金融機関の事業拡大を阻害する規制の撤廃・緩和 


動産及び債権を担保にした資金調達の仕組みの改善や、銀行の子会社等による電子商


取引市場の運営を可能とすることなどにより、金融機関の事業拡大を阻害する規制を見


直すべきではないか。 


３．金融機関の業務効率の障害となる規制の緩和 


金融機関に対する取引照会の一元化など、金融機関の業務効率の障害となる規制につ


いて緩和策を講ずるべきではないか。 


◎４．食品加工・輸出手続きの円滑化 


食品衛生管理者資格の取得や水産物輸出の際の衛生証明書の発行を簡便にするなど、


食品加工・輸出手続きの円滑化を図り、一次産業の競争力強化を図るべきではないか。 


５．ナノマテリアルに関するルールの整備 


カーボンナノチューブ等のナノマテリアルの規格・ルールを整備することにより、ナ


ノテク・材料に関する世界のトップランナーの位置を活かした産業化を促進すべきでは


ないか。 


６．国立大学によるベンチャー育成のための環境整備等 


国立大学がベンチャー育成のためのファンドを設置することを可能とする要件につ


いての検討など、産学連携を戦略的に進めるために必要な環境整備等を進めるべきでは


ないか。 


７．電力等使用情報の第三者活用に向けた法整備 


電力メーターによって計測される電力使用情報等を活用した新たなサービス等の創


出を促進するため、電力会社以外の第三者が活用するために必要な基準・手続きを明確


にするべきではないか。 
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（ＩＴによる経営効率化） 


◎８．国税関係書類の電子化保存に関する規制の見直し 


税務関係書類等の国税関係書類の電子保存(スキャナ保存)の要件について、企業の業


務効率の改善のため、見直すべきではないか。 


◎９．公的機関からの電子的手段による通知の推進 


行政や司法機関、地方自治体等からの通知は紙で郵送されているが、電子的手段によ


る通知を希望する国民や法人等に対しては、それを可能とすべきではないか。 


◎10．非対面サービスでの本人確認、年齢確認 


非対面での本人確認については、公的証明書等の関連書類を送付することが求められ


ているが、国民や法人等の利便性を高めるため、非対面で完結する本人確認方法を構築


すべきではないか。 


◎11．金融商品契約の電子書面交付の汎用化 


金融商品契約の説明に関しては、書面交付が原則とされており、事業者、利用者にコ


ストがかかっていることから、利用者が望まない場合を除き、書面の電子交付が可能に


なるようにすべきではないか。 


 


（産業の新陳代謝） 


12．企業結合等競争政策の見直し 


企業間の結合やメーカーと流通の連携によるイノベーションを実現する上で障害と


なっている規制（一般集中規制や流通調査の規制など）を見直し、国内外における企業


の競争を促進し競争力を高めるべきではないか。 


 


（国民の選択肢拡大） 


13．ダンスに係る風営法規制の見直し 


風営法においては、客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、公安委員会の許可が


必要だが、許可の基準が必ずしも明確でないため、風営法の規制対象となる営業形態を


明確にするべきではないか。 


◎14．食料品アクセス環境の改善 


食料品等の移動販売においては、販売可能な物品が限定されるほか、許認可手続きに


関する負担が大きいことから、買い物不自由地域における不便解消のため、移動販売等


を円滑に実施できるようにするべきではないか。 
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15．物流の効率化 


物流の効率化を図るため、トラック、トレーラーの車検期間の延長など、関連する規


制について広く見直すべきではないか。 


 


（エネルギー・環境） 


16．微量 PCB汚染機器にかかる処理対象基準の見直し 


微量 PCB汚染機器の処理について、安全性の確保を大前提としつつ、PCBに汚染され


た未処理の油と、油を抜いた後の容器とを区別して取り扱うなど、新たな仕組みの導入


を検討すべきではないか。 


17．分散電源の普及促進のためのコージェネレーション発電設備等に係る規制の見直し 


エネルギー効率に優れたコージェネレーション発電設備の導入促進等、分散電源（大


都市など電力需要地の側に分散して設置される電源）の普及促進に資する観点から、既


存の規制の見直しを行うべきではないか。 


 


（その他） 


◎18．外国人技能実習制度の見直し 


外国人技能実習制度については、在留期間や対象業種が限られているが、諸外国から


人材を確保する観点から見直すべきではないか。 


19．研究設備等に関する高圧ガス規制の緩和 


研究設備など個々の設備の高圧ガスの使用量が微小な設備については、研究開発を促


進するため、許認可等の規制を緩和すべきではないか。 


 


（注１）審議の状況により、項目の入替・追加等を行うことがあり得る。 


（注２）◎は、検討項目に関連する法律案の国会提出予定時期や政府全体のプラン等の策定


予定時期等を勘案し、各ワーキング・グループにおいて、おおむね平成 25 年内に検討


結果をまとめることを予定している項目。 
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農業ワーキング・グループの検討項目（案） 
 


競争力のある農業、魅力のある農業、農業の成長産業化の実現を図る。また、


我が国の重要な資源である優良農地の多面的機能に配慮した適切な保全と有効利


用を促進する観点から、農業に係る制度の在り方について検討を行う。 


 


（多様な担い手に対する農地の集積・集約化を目指した農地制度の在り方） 


◎１．農地の信託事業の民間開放等 


農地の利用や担い手との効率的なマッチングを促進する観点から、農地信託の活性化


が図られるよう、農地信託の引受け主体を拡大するべきではないか。 


◎２．農業生産法人の要件緩和（資本、事業、役員） 


意欲ある者の規模拡大や参入を促す観点から、農業生産法人の要件を見直すべきでは


ないか。 


◎３．法人の農地リース条件のあり方（返還に伴う諸問題等） 


現行制度の下での農地リース方式による参入の妨げとなっている要因を検証・検討す


べきではないか。 


 


（農地の利活用・保全における農業委員会の在り方） 


◎４．農業委員会の機能と組織 


農地に係る権利移動の許可、農地転用に係る意見具申、耕作放棄地に係る指導・通知・


勧告等、農地について多様な役割を担っている農業委員会の機能と組織の在り方につい


て改めて検討するべきではないか。 


◎５．農地制度の運用実績に対する評価（耕作放棄地の解消・防止等を含む） 


農業委員会の役割の一つである耕作放棄地対策の運用実績を検証するとともに、有効


な耕作放棄地対策の在り方を検討するべきではないか。 


 


（農業者・消費者に貢献する農業協同組合の在り方） 


◎６．コンプライアンス改革 


組合員のために最大の奉仕をするという農業協同組合の目的を踏まえ、今後の農協の


在り方を検討するべきではないか。 


◎７．農政における位置付けの明確化 


農政の一翼を担ってきた農協の役割を検証し、責任の所在の明確化と他の民間団体と


のイコール・フッティングを図るべきではないか。 
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（その他） 


◎８．農林水産・商工関係信用保証保険制度の連携強化等 


利用者の目線に立って、資金調達における農林水産業従事者と商工業従事者の利便性


の向上を図るべきではないか。 


 


（注１）審議の状況により、項目の入替・追加等を行うことがあり得る。 


（注２）◎は、検討項目に関連する法律案の国会提出予定時期や政府全体のプラン等の策定


予定時期等を勘案し、各ワーキング・グループにおいて、おおむね平成 25 年内に検討


結果をまとめることを予定している項目。 
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貿易・投資等ワーキング・グループの検討項目（案） 


 


 今後の経済連携交渉の進捗等の動きに対応するため、国益に資する観点から、


これに関連する規制などの改革を推進する。 


 


１．対日投資促進 


日本に住所を有しない外国人が日本支店等を設立しやすいようにするなど、対日直


接投資を促進するための方策を検討するべきではないか。 


２．空港規制の緩和 


ヒトやモノの国際的な移動を円滑化するため、発着枠の規制値の緩和、夜間発着禁


止時間帯の短縮、地方空港等における出入国手続きの利便性の向上などの方策を検討


するべきではないか。 


３．外国法事務弁護士制度の見直し 


今後増加が見込まれる国際的な法的需要に適切に対応するため、外国法事務弁護士


制度について、実務経験要件の緩和や登録申請手続きの迅速化等を検討するべきでは


ないか。 


４．相互認証の推進 


輸出入の円滑化、諸外国とのイコールフッティングといった観点から、国際基準の


動向を踏まえ、わが国での安全性等に配慮しつつ、各国・地域との相互認証を推進す


るべきではないか。 


５．通関手続きの合理化、認定通関業者制度の簡素化 


輸出入を促進するため、適正かつ公平な関税等の徴収や安全・安心な社会の実現に


配慮しつつ、通関手続きを合理化し、認定通関業者（AEO）制度を簡素化するべきで


はないか。 


６．入管政策の改定 


海外人材の日本での活躍の促進や、訪日外国人観光客の受け入れ推進の観点から、


在留カード手続きの簡素化、実務経験義務付けの緩和、在留資格変更許可審査の迅速


化、訪日外国人観光客に対する査証発給要件の緩和・見直しなどの方策を検討するべ


きではないか。 


７．デザイン申請手続きの廃止または緩和 


世界最高の「知的財産立国」を目指す観点から、例えば意匠登録の在り方を見直し、


デザイン申請手続きの合理化を検討するべきではないか。 


 


（注）審議の状況により、項目の入替・追加等を行うことがあり得る。 








1　受付件数　　　　１，０７９件（平成２５年３月２２日～同年８月３１日）


新たに検討要請を行っ
た件数


健康・医療ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 ９（　-） ４５（　１２）


雇用ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 - １２（　　-）


創業・ＩＴ等ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 １９（　２） ３３８（　１２）


農業ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 ３（　-） ２４（　　３）


貿易・投資等ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 - ４２（　　１）


その他（上記に分類されないもの） ２（　１） ３１（　１０）


総数 ３３（　３） ４９２（　３８）


（　　　）内の数値は、個人から提案された件数を内数で表している。


規制改革ホットラインの処理状況について


２　所管省庁への検討要請状況（平成２５年８月３１日現在）


注１）所管省庁に検討要請を行った４９２件は、受付件数のうち、規制改革に関連しないと認められるものを除いた件数
注２）４９２件のうち３９６件については、内閣府ホームページで提案内容と所管省庁の回答を公表済


これまでに検討要
請を行った件数


資料４ 
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新たに所管省庁に検討要請を行った提案事項 
 


 


健康・医療ワーキング・グループ関連 


1 - 医療機器製造所の製造・管理体制に係る調査の効率化 


2 - 
医療機器製造販売業における品質保証責任者及び安全管理責任者の資格要件


の緩和 


3 - 保育所における保育士配置基準の見直し 


4 - 認定こども園における自園調理義務付けの見直し 


5 - 放課後子どもプラン推進事業の運用改善 


6 - 訪問看護ステーションの看護職員配置基準の緩和 


7 - 短期入所生活介護事業者の指定に係る基準の緩和 


8 - 軽費老人ホームＡ型・Ｂ型の入所定員等の緩和 


9 - 離島地域への事業者参入を促進するための介護報酬算定基準の緩和 


 


創業・IT等ワーキング・グループ関連 


1 - 再生可能エネルギー発電事業に対する公益性の弾力的な運営 


2 - レーシックを受けた人の職業の規制緩和 


3 - 小部屋（屋根裏部屋）の室内高さを１．９～２．０ｍまで容認又は拡張 


4 - 土壌汚染対策法に係る自然的原因による汚染土壌の取扱いの見直し 


5 - 建設業法における監理技術者制度の資格要件の緩和 


6 - 対中国輸出水産物の衛生証明書発行機関の拡大 


7 - ＥＵ向け輸出水産食品取扱施設の認定等手続の一元化 


8 - 自家発電設備を有する事業者の電力小売の規制緩和 


9 - 大規模小売店舗立地法に係る変更手続の簡素化 


10 - 旅客船の船舶点検頻度の緩和 


11 - 教育課程の特例校制度に係る事務手続の簡素化 


12 - 学校施設環境改善交付金の交付要件の緩和 


13 - 市町村立学校建物の耐震診断に係る事務手続の簡素化 


14 - 獣医師養成系大学の設置に関する規制の緩和 


15 - 商工会議所・商工会に関する権限の移譲と法整備 


16 - 過疎地域における自治体バスによる貨物運送に係る規制緩和 


17 - 簡易宿所（一般の民宿）の床面積基準の特例の対象拡大 


18 - 社会資本整備総合交付金の対象事業の拡大 


19 - 総量規制完全撤廃 
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農業ワーキング・グループ関連 


1 - 中小企業信用保険制度の対象業種に農業分野を追加 


2 - 果樹共済の共済目的の迅速な設定 


3 - 再生可能エネルギー事業への耕作放棄地の活用促進 


 


その他 


1 - 行政書士の登録における事務所基準の撤廃を 


2 - 鳥獣被害に対する狩猟期間の通年設定 


 








健康・医療ワーキング・グループ関連


提案事項名


1 医療機器製造所の製造・管理体制に係る調査の効率化 ・・・・・・・・ 1
2 医療機器製造販売業における品質保証責任者及び安全管理責任者の資格要件の緩和 ・・・・・・・・ 1
3 保育所における保育士配置基準の見直し ・・・・・・・・ 2
4 認定こども園における自園調理義務付けの見直し ・・・・・・・・ 2
5 放課後子どもプラン推進事業の運用改善 ・・・・・・・・ 3
6 訪問看護ステーションの看護職員配置基準の緩和 ・・・・・・・・ 3
7 短期入所生活介護事業者の指定に係る基準の緩和 ・・・・・・・・ 4
8 軽費老人ホームＡ型・Ｂ型の入所定員等の緩和 ・・・・・・・・ 4
9 離島地域への事業者参入を促進するための介護報酬算定基準の緩和 ・・・・・・・・ 4


該当頁







1 7月26日 8月22日


医療機器製
造所の製
造・管理体
制に係る調
査の効率化


医療機器製造所の製造・品質管理体制に係る調査について、厚生労働省令（ＱＭＳ省令）のうち
国際標準化機構基準（ＩＳＯ13485）と共通する部分は、QMS適合性調査の前にＩＳＯの基準に適合
していることを確認できれば、QMS基準に適合しているものとして調査を簡素化し、重複する調査
の効率化を図る。


【支障事例】
QMS省令は、医療機器等の製造管理及び品質管理の国際的な整合を図るために、ＩＳＯ13485を
踏まえて作成されたものの、これまでの規制の経緯から、一部に薬事法上の追加要求事項があ
る。
そのため、ＩＳＯを取得した医療機器製造所は、それぞれの適合性調査を受けるなど、重複した対
応が必要となっている。


愛媛県


厚
生
労
働
省


2 7月26日 8月22日


医療機器製
造販売業に
おける品質
保証責任者
及び安全管
理責任者の
資格要件の
緩和


医療機器製造販売業における「品質保証責任者」及び「安全管理責任者（第一種医療機器製造販
売業者の場合に必要）」の資格要件のうち、実務経験要件については、講習の受講等を条件とす
ることで緩和する。


【支障事例】
医療機器産業への新規参入業者にとって、医療機器製造販売業における「総括製造販売責任者
（平成24年8月に実務経験を廃止）」の確保はできても、「品質保証責任者」及び「安全管理責任
者」は、3年以上の実務経験が必要となっていることから、人材の確保が困難となっており、製造販
売業の許可を得るための高い障壁となっている。


愛媛県


厚
生
労
働
省


制度の
所管官


庁


番
号


受付日
所管省庁
への検討
要請日


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由


提案主体
名（会社


名・団体名
等）


1







制度の
所管官


庁


番
号


受付日
所管省庁
への検討
要請日


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由


提案主体
名（会社


名・団体名
等）


3 7月26日 8月22日


保育所にお
ける保育士
配置基準の
見直し


待機児童が発生している自治体又は発生が危惧される自治体の実情を踏まえ、保育士の配置基
準について、保育の安全に配慮した受入れ態勢などを整備した上での緩和を可能とする。


【支障事例】
平成24年４月1日現在、全国的には、３歳未満児が待機児童全体の約80％を占めており、愛媛県
内の待機児童数（国の定義に基づくもの）は少数であるものの、待機児童にカウントされない児童
や、親の就業や病気などによる一時的な待機児童の増加などの潜在的なニーズへ対応する必要
がある。
このような状況にもかかわらず、保育士の配置基準がネックとなって、3歳未満児を受け入れること
ができる保育所が不足している。


愛媛県


厚
生
労
働
省


4 7月26日 8月22日


認定こども
園における
自園調理義
務付けの見
直し


3歳未満児についても、食事の提供に際して外部搬入を可能とする。


【支障事例】
幼稚園にとっては、幼保連携型認定こども園へ移行するために調理施設を整備する負担は非常
に大きく、また自園調理のための職員の確保も必要となるため、自園調理の義務付けが高い壁と
なり、認定こども園への移行をあきらめるケースが生じている。


愛媛県


厚
生
労
働
省


2







制度の
所管官


庁


番
号


受付日
所管省庁
への検討
要請日


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由


提案主体
名（会社


名・団体名
等）


5 7月26日 8月22日


放課後子ど
も プ ラ ン 推
進事業の運
用改善


放課後対策として「放課後児童クラブ」及び「放課後子ども教室」を実施する際の、国庫補助要件
の緩和などを行う。


【支障事例】
国庫補助の対象となるのは、
・放課後児童クラブ：児童10人以上のクラブ
・放課後子ども教室：年間250日未満、１日あたり4時間までの事業費 であり、山間部や島嶼部の
小規模な小学校では、児童クラブが対象児童10人未満で開設できず、やむを得ず子ども教室で児
童クラブの役割を担うことになると、補助対象日数を超過して開設するよりほかはなく、運営が困
難となっている。


愛媛県


文
部
科
学
省


厚
生
労
働
省


6 7月26日 8月22日


訪問看護ス
テーションの
看護職員配
置基準の緩
和


看護職員の配置基準を、被災地での特例措置と同等の、常勤1人以上（東日本大震災の被災地
での特例措置と同等）に緩和する。


【支障事例】
常勤換算で2.5人以上の看護職員を配置する必要があり、看護職員の確保が困難なことにより、
訪問看護ステーションの普及が進んでいない。


愛媛県


厚
生
労
働
省


3







制度の
所管官


庁


番
号


受付日
所管省庁
への検討
要請日


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由


提案主体
名（会社


名・団体名
等）


7 7月26日 8月22日


短期入所生
活介護事業
者の指定に
係る基準の
緩和


通所介護事業所等の事業参入を促進するため、小規模での運営が可能となるよう利用定員や人
員等の基準を緩和する。


【支障事例】
利用定員（単独施設：20人以上）や医師の配置などの基準が高く、短期入所生活支援事業への参
入が進んでいないため、通所介護事業所において介護保険対象外で全額自己負担の「お泊りデ
イ」を利用するケースが増加するなど、短期入所へのニーズが十分に満たされていない。


愛媛県


厚
生
労
働
省


8 7月26日 8月22日


軽費老人
ホームＡ型・
Ｂ型の入所
定員等の緩
和


軽費老人ホームＡ型・Ｂ型について、入所定員や人員配置基準を緩和する。


【支障事例】
国はＡ型・Ｂ型からケアハウスへの移行を目指しているが、老朽化等により入所希望者が減少して
いるものの、入所定員（50人以上）を減らすことができず、一定の人員配置が必要であるため、厳
しい経営状況が続き、資金難からケアハウスへの移行がかなわない施設が多くなっている。


愛媛県


厚
生
労
働
省


9 7月26日 8月22日


離島地域へ
の事業者参
入を促進す
るための介
護報酬算定
基準の緩和


離島地域での事業者参入を促進するため、介護保険制度の枠組みの中で、市町による、報酬単
価の加算率の地域の実情に応じた設定を可能とする。


【支障事例】
離島地域は、介護サービスに係る経費が割高で人材の確保が困難であることから、現行制度の
範囲内で加算を行っているにもかかわらず、事業者の参入が進まないため、十分なサービス量が
確保できていない。


愛媛県


厚
生
労
働
省


4








創業・IT等ワーキング・グループ関連


提案事項名


1 再生可能エネルギー発電事業に対する公益性の弾力的な運営 ・・・・・・・・ 1


2 レーシックを受けた人の職業の規制緩和 ・・・・・・・・ 1


3 小部屋（屋根裏部屋）の室内高さを１．９～２．０ｍまで容認又は拡張 ・・・・・・・・ 2
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規制改革ホットライン検討要請項目


1 7月2日 8月22日


再生可能エ
ネルギー発
電事業に対
する公益性
の弾力的な
運営


国定公園の普通地区にて太陽光発電設備の建設の計画を進めたが、隣接する国道に設置された
配電線の延長を電力会社に依頼した処、自治体管轄部署より国道は公園の特別地域内にあり、
売電目的とした再エネ事業の為の引込線/電柱の設置は「公益性」がないとの判定で、路肩を利
用した配電線の延長が認められなかった為、計画を断念せざるをえない状況にある。
①国策として再エネの導入促進がなされていること、公園内での地熱の開発緩和が行われている
状況において、再エネ事業者の引込線の設置等について弾力的な運営が望まれる。
②一定規模以上の発電事業者の電気事業法上の公益特権等の位置づけを明確にして頂きた
い。また、公益特権の弾力的な運用を望む。
③他の案件では接続引込線の公道への電力会社による設置について、同じく「公益性」がないと
の判断で、占用が認められなかった事例がある。道路法上の公益性の弾力的な運用をお願いす
る。


JAG国際
エナジー
(株)


　
　
経
済
産
業
省


　
　
国
土
交
通
省


　
　
環
境
省


2 7月4日 8月22日


レーシックを
受けた人の
職業の規制
緩和


アメリカ軍でもNASAでも、「視力は戦力だ」と言わんばかりにレーシックを積極的に行っているらし
い。近頃は、ますます安全性の高い手法が確立されているし、開発から２０年以上経ち、安全な手
段であると認識されている。むしろ、コンタクトレンズによる感染症等のほうが怖い。しかし、日本の
航空業界（操縦士、管制官）はつい最近まで「裸眼視力」にこだわり続けてきた。日本人の多くは残
念ながら近視であるから、人材確保の観点からも最近では矯正視力でも認めるようになった。しか
し、旅客機の操縦士へのレーシック手術は未だに禁止されている。メガネを掛けることによって視
野が狭まったり、歪んで見えたり、コンタクトレンズで眼の調子が悪くなることからすると、むしろ
レーシックのほうが安全上望ましいのではないか。回りくどくなったが、安全性が確立されたであろ
う技術であるので、規制緩和の対象に入れても良いのではないかと思う。宇宙空間や戦闘機の中
で問題ないのに、旅客機でダメというのは無理がある。ぜひ検討よろしくお願いしたい。


個人


国
土
交
通
省


制度の
所管官
庁


提案主体
名（会社
名・団体名
等）


番
号


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由受付日


所管省庁
への検討
要請日


1







規制改革ホットライン検討要請項目


制度の
所管官
庁


提案主体
名（会社
名・団体名
等）


番
号


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由受付日


所管省庁
への検討
要請日


3 7月10日 8月22日


小部屋（屋
根裏部屋）
の室内高さ
を１．９～２．
０ｍまで容
認又は拡張


【具体的内容】
現在、小部屋（屋根裏部屋）の室内高さは１．４ｍ以内となっているのを、三角屋根の住宅の小部
屋に限って１．９～２．０ｍまで容認又は拡張願いたい。
　
【提案理由】
通常、三角屋根の住宅では、最上階の天井裏すなわち家の最上部の屋根裏に小部屋を作るの
で、室内高さ１．４ｍに制限すると、その天井部分に△形の空間が残ることになる。作り方によって
は利用可能なこの空間を捨てている。そこでこの三角屋根の家に限って、普通の部屋高さ（最低
２．１ｍ）までの許容は無理としても、せめて２ｍ位まで許容していただければ普通の大人が中心
部分では立位歩行可能となり、部屋の利用価値が上がる。狭い国土で地価が高く、仕方なしに狭
い土地に建蔽率、容積率ともに限度ぎりぎりの総二階の家を建てているのが現状。小部屋の室内
高さを１．４ｍ以上に高くすれば容積率に加算されて容積率オーバーになってしまうので、仕方なく
現行法通り室内高さを１．４ｍ以下とし、物置き程度にしか利用されていない。
大人の背丈より少々高い２ｍ程度まで許容されれば、大人の隠れ家的書斎や子供部屋として立
派に利用可能で、生活空間にそれだけ余裕が生まれる。現在は無駄に捨てている空間を何とか
活用できるよう、規制改革をお願いしたい。


個人


国
土
交
通
省


4 7月19日 8月22日


土壌汚染対
策法に係る
自然的原因
による汚染
土壌の取扱
いの見直し


【現状・課題】
改正土壌汚染対策法の施行については、健康被害の防止の観点から、自然的原因による汚染土壌を
区別する理由がないとの趣旨であることは理解できるが、今回の規制対象の追加は、調査・浄化処理
に係るコストの増大や手続に要する時間など関係企業に新たな負担を強いるものである。
土壌汚染対策法の改正に係るこのような問題は、環境省においては土壌汚染対策法施行規則を改正
する環境省令の施行により自然的原因による汚染土壌に係る土地の取扱いについて人為的原因によ
るもの区別する特例を創設し、緩和措置を講じたが、埋土地域に立地する企業にとって十分な負担軽
減措置となっていない状況である。こうした中、平成23年７月に「規制・制度改革に係る追加方針」として
「自然的原因による汚染土壌と区別して負担軽減措置を講じること」また、「負担軽減措置の内容につい
て効果検証を行うとともに、継続的な見直しを図ること」が閣議決定されたところであるが、その後、平成
24年９月に環境省から事務連絡「要措置区域等内における汚染土壌の移動等について」が発出された
にとどまり、埋立地域に立地する企業にとって全く負担軽減措置となっていない。
【具体的提案・要望内容】
企業に新たな負担を生じさせ、設備投資等に対する悪影響や競争力の低下を招き、早急に対応がなさ
れないと企業の海外流出も懸念されることから、閣議決定を踏まえ、コンビナート内など人の健康被害
に影響のない地域においては、事業者等の意見を聞きながら、一層の負担軽減措置を早急に図るこ
と。


千葉県
環
境
省


2







規制改革ホットライン検討要請項目


制度の
所管官
庁


提案主体
名（会社
名・団体名
等）


番
号


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由受付日


所管省庁
への検討
要請日


5 7月25日 8月22日


建設業法に
おける監理
技術者制度
の資格要件
の緩和


建設業における機械器具設置業の監理技術者の資格は大学の建築・土木工学に関する学科、機
械工学に関する学科、電気工学に関する学科等を卒業の場合は３年以上の経験年数と２年以上
の指導監督的経験年数で取得できるが、化学工学に関する学科を卒業した者は大学卒業に関係
なく１０年以上の実務経験を経なければ資格取得要件になっていない。
プラントエンジニアリング業においては化学工学科の出身者が多く、また、業務上必要な知識の習
得において機械工学科と化学工学科で大きな差異はないと考えるが、化学工学に関する学科の
卒業者でも３年の実務経験で監理技術者の取得要件を満たすことにしていだだきたい。あるいは
学科によるのではなく大学での履修科目を資格要件にしていただきたい。


日清エン
ジニアリ
ング株式
会社


国
土
交
通
省


6 7月26日 8月22日


対中国輸出
水産物の衛
生証明書発
行機関の拡
大


現行の国内４検査機関に加えて、希望する都道府県については、保健所での衛生証明書の発行
を可能とする。


【支障事例】
厚生労働省が平成21年11月、中国向け衛生証明書の発行を国内４つの検査機関に移行したこと
により、検査機関から遠い輸出業者が、輸出当日に「証明書の原本」を入手できないため、中国向
けの鮮魚輸出が停滞している。


愛媛県


厚
生
労
働
省


3







規制改革ホットライン検討要請項目


制度の
所管官
庁
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名（会社
名・団体名
等）


番
号


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由受付日


所管省庁
への検討
要請日


7 7月26日 8月22日


ＥＵ向け輸
出水産食品
取扱施設の
認定等手続
の一元化


輸出水産食品取扱施設に係る認定等についての審査を行う機関を、国に一元化する。


【支障事例】
厚生労働省の取扱要領（対ＥＵ輸出水産食品の取扱要領）により、地方厚生局の事前了解の上で
県が認定や変更承認を行う重層的な審査となっており、認定及び変更承認に余計な日数を要して
いる。


愛媛県


厚
生
労
働
省


8 7月26日 8月22日


自家発電設
備を有する
事業者の電
力小売の規
制緩和


電気事業法の特定供給に係る要件である「構内・密接な関係を有する事業者」について、公道を
はさむ同一企業の事業所への供給や同一敷地内で一定の関係を有する他企業への供給を認め
るなど、要件を緩和する。


【支障事例】
自家発電設備を有する工場が、公道で分断されると、電気事業法が定める「構内」の定義に合致
しないため電気の供給ができない。
また、自社敷地内の遊休地を貸与している企業等へも、電気事業法が定める「密接な関係」の定
義が妨げとなり、供給できない。


愛媛県


経
済
産
業
省


9 7月26日 8月22日


大規模小売
店舗立地法
に係る変更
手続の簡素
化


大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（以下「指針」）に基づく必要駐車
台数を満たす収容台数の変更など、周辺地域の生活環境に重大な影響を与えない変更について
は、８ヶ月の変更制限を緩和する。


【支障事例】
駐車場の収容台数を減少させる場合、指針に基づく必要駐車台数を満たした範囲内の変更の場
合でも、地元説明会や騒音調査などの手続が必要で、かつ８か月の期間を要する。


愛媛県


経
済
産
業
省


4







規制改革ホットライン検討要請項目


制度の
所管官
庁


提案主体
名（会社
名・団体名
等）


番
号


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由受付日


所管省庁
への検討
要請日


10 7月26日 8月22日
旅客船の船
舶点検頻度
の緩和


旅客船について、近年の技術革新や船舶の規模、運航距離、経年等を考慮した上で、実態に即し
た検査期間とする。


【支障事例】
旅客船の定期点検は５年ごと、中間検査は毎年とされているが、近年の船舶は著しく性能が向上
しトラブルが減少しているにもかかわらず、従前からの検査期間が適用されている。当該検査の費
用負担は大きく、事業者の経営を圧迫する一因となっている。


愛媛県


国
土
交
通
省


11 7月26日 8月22日


教育課程の
特例校制度
に係る事務
手続の簡素
化


最低限の履修科目数を定めた上での届出制とするなど、教育課程の特例校制度に係る事務手続
を簡素化する。


【支障事例】
学校又は地域の特色を生かし学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成・実施できる「教
育課程特例校制度」の指定を受けるには、計画書等を添えて国へ申請する必要があり、書類審査
等に時間を要することから、この制度を積極的に活用することが難しくなっている。


愛媛県


文
部
科
学
省


12 7月26日 8月22日


学校施設環
境改善交付
金の交付要
件の緩和


産業教育施設整備に対する交付金の対象となる下限額の引き下げや、補助対象の拡充を行う。


【支障事例】
交付対象が、実験・実習装置については１千万円以上、ソフトウェアについては「主たる1種類」と
なっており、装置の低価格化や多様なソフトを利用した教育の一般化などの実態に即していない。


愛媛県


文
部
科
学
省


5







規制改革ホットライン検討要請項目


制度の
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番
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要請日


13 7月26日 8月22日


市町村立学
校建物の耐
震診断に係
る事務手続
の簡素化


建築主事を置く自治体での確認業務の実施を可能とする。


【支障事例】
公立学校建物の耐震化対策における国庫補助の適用にあたっては、文部科学省の実施要領によ
り、市町教育委員会の担当者による診断と、県教育委員会等の技術職員による確認を要するとさ
れている。
このため、現在本県では土木部職員の協力を得て確認を行っているが、県立学校の耐震化関連
業務もあり、市町村立学校に係る事務が滞る場合がある。


愛媛県


文
部
科
学
省


14 7月26日 8月22日


獣医師養成
系大学の設
置に関する
規制の緩和


獣医師養成系大学の入学定員に係る規制を緩和する。
【支障事例】
獣医師養成系大学は、全国に16大学（定員930人）、西日本に国公立の5大学（定員165人（全国定
員の17.7％））があるものの、四国には１つもない。
そのような状況の中、収容定員が増加する獣医師養成系大学の設置等が認められておらず、自
治体勤務獣医師や産業動物診療獣医師などの不足の一因となっている。


愛媛県


文
部
科
学
省


15 7月26日 8月22日


商工会議
所・商工会
に関する権
限の移譲と
法整備


○商工会議所と商工会の合併について、手続や税制面での軽減措置などを定める規定を整備す
る。


【支障事例】
・定款変更箇所が複数ある場合で、国の所管する部分と都道府県が所管する部分がある場合、
国、都道府県の両方へ申請しなければならない。
・商工会議所と商工会の合併について法整備がなされていないために、両者が合併するには、ど
ちらかの団体が解散しなければならず、手続きが煩雑なことや、資産譲渡の際に軽減税率の適用
にならないなどの不利益が生じる。


愛媛県


経
済
産
業
省
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16 7月26日 8月22日


過疎地域に
おける自治
体バスによ
る貨物運送
に係る規制
緩和


市町が運行するコミュニティバス等において、地域の実情に応じて、効率的な貨物運送が可能とな
る「有償での貨物輸送」や「旅客の予約がない便での貨物のみの運送」を行うことができるよう、弾
力的な運用を可能とする。


【支障事例】
民間バス事業者（一般乗合旅客運送事業者）については、道路運送法82条により、「旅客の運送
に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。」と規定されている
が、市町が運行するバスは、それを可能とする道路運送法上の規定がない。
そのため、生活物資や農産物等は、有償又は荷物のみの貨物運送ができない。


愛媛県


国
土
交
通
省


17 7月26日 8月22日


簡易宿所
（一般の民
宿）の床面
積基準の特
例の対象拡
大


現在農林漁業者に限り認められている、民宿を営業する際の床面積基準等の特例について、対
象を拡大する。


【支障事例】
宿泊に田舎体験を取り入れるニーズは高まっているが、非農林漁業者による田舎体験民宿は開
設できない。また、四国八十八箇所の札所周辺での小規模な民宿（へんろ宿）の開設についても
認められない。


愛媛県


厚
生
労
働
省


18 7月26日 8月22日


社会資本整
備総合交付
金の対象事
業の拡大


都市公園施設全般に対象を拡大する。


【支障事例】
都市公園施設として整備される野球場やサッカー場などのスポーツ施設は、交付金の対象となっ
ているが、動物園の獣舎等のリニューアル事業については、同じ都市公園施設でありながら交付
金の対象外とされている。


愛媛県


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


制度の
所管官
庁


提案主体
名（会社
名・団体名
等）


番
号


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由受付日


所管省庁
への検討
要請日


19 7月31日 8月22日
総量規制完
全撤廃


金利については現状維持で良いと思うが、総量規制については完全撤廃を推進してもらいたい。
自民党マニュフェストに基づき、現在の金利・総量規制について見直しをしていただけるものだと期待してい
るが、総量規制は我々国民にとってあまりにも厳しい規制であり、今まで問題なく受けられていた融資が受け
れなくなったり、生活が不当に制限される。特に驚いた事は、自身が居宅として所持している不動産につい
て、無担保で評価があっても、顧客が住んでいる居宅だからという理由で融資が通らない点である。調べたと
ころ、総量規制によって居宅を担保に融資することが規制されていた。自分の財産すら自由にできない規
制って本当に必要なのか？そもそも、金銭消費貸借契約について総量規制をかける必要性があったのか？
一部の高利貸しの法外な金利の搾取や、乱暴な取り立てによって社会問題化し、消費者金融＝悪というイ
メージをメディアが煽り、それにより一部の政治家が主導し深い議論もされぬまま法施行されてしまったよう
に思う。この流れは生レバー規制にもよく似ている。そもそも民法においては自由契約が前提として存在して
いる。もちろん、立場の弱いものを守るにはある程度の規制も必要。ただ、なんでもかんでも規制すればいい
という考え方はいかがなものか。弱いものを守るのはあたりまえだが、過保護ではいけない。私はそう思う。
総量規制の変わりに、貸金業を営む業者への日本貸金業協会への加盟を必須にしたり、保証協会などをつ
くり一定金額を供託させる制度を設けたり、違法な業者への罰則の強化など、やれることはあるのではない
か？しっかり議論していただき論理的にこの問題に取り組んでほしい。


民間企業
金
融
庁
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農業ワーキング・グループ関連


提案事項名


1 中小企業信用保険制度の対象業種に農業分野を追加 ・・・・・・・・ 1


2 果樹共済の共済目的の迅速な設定 ・・・・・・・・ 1


3 再生可能エネルギー事業への耕作放棄地の活用促進 ・・・・・・・・ 1


該当頁







規制改革ホットライン検討要請項目


1 7月26日 8月22日


中小企業信
用保険制度
の対象業種
に農業分野
を追加


建設業など、農業以外の中小企業者が農業分野に進出する際に、円滑な資金調達を可能とする
ため、中小企業信用保証制度の対象業種に農業分野を追加する。


【支障事例】
「中小企業信用保険制度」は農業分野が対象となっておらず、中小企業者は利用できず、農業分
野への新規参入の妨げとなっている。


愛媛県


農
林
水
産
省


経
済
産
業
省


2 7月26日 8月22日
果樹共済の
共済目的の
迅速な設定


県の果樹農業振興計画で生産を振興している新品種については、迅速に共済目的に追加できる
ような仕組みとする。


【支障事例】
農業災害補償法で共済目的の品種が定められているが、本県が生産の振興を図っている「紅まど
んな」「甘平」「せとか」は、現在（H25.６月末時点）共済目的に入っていないため、自然災害等によ
り減収があっても補償されない。


愛媛県


農
林
水
産
省


3 7月26日 8月22日


再生可能エ
ネルギー事
業への耕作
放棄地の活
用促進


耕作放棄地を活用した再生可能エネルギー事業に対しては、長期間安定して事業を継続すること
を担保する措置を講じた上で、農地に関する規制を緩和する。


【支障事例】
耕作放棄地の活用策として太陽光発電事業を行う場合においても、農地法や農業振興地域の整
備に関する法律の規制の対象となるため、事業を断念するケースが見受けられる。


愛媛県


農
林
水
産
省


制度の
所管官
庁


番
号


受付日
所管省庁
への検討
要請日


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由


提案主体
名（会社
名・団体名
等）


1








その他


提案事項名


1 行政書士の登録における事務所基準の撤廃を ・・・・・・・・ 1


2 鳥獣被害に対する狩猟期間の通年設定 ・・・・・・・・ 1


該当頁







規制改革ホットライン検討要請項目


1 7月23日 8月22日


行政書士の
登録におけ
る事務所基
準の撤廃を


行政書士の国家試験に合格した者は日本行政書士連合会に登録をすることにより行政書士として仕事をす
ることができる。この登録の申請は、各都道府県の行政書士会を経由しておこなうことになっているが、当該
行政書士会は「事務所設置指導基準」等の事務所に関する基準を設け、この基準に適合する事務所を設置
することを登録の要件としている。なお、基準の名称は各行政書士会ごとに異なり、たとえば、大阪行政書士
会は「行政書士の事務所について」という名称。事務所基準には、以下のようなことが定められている。（１）
事務所は、不特定多数人に認識され、その依頼に応じられるよう適当な場所に設置しなければならないこ
と、（２）事務所の防火及び消火の設備を確保するよう努めなければならないこと、（３）事務所の内外装は、
品位を保持しうるよう配慮しなければならないこと、（４）接客スペース及び事務スペースがあること、など。ま
た、備え付ける備品として以下が指定されている。（１）事務用机・椅子、（２）書類等保管庫（容易に移動でき
ないもの、鍵がかかるもの）、（３）固定電話、プリンター、FAX、コピー機等、（４）パソコン・ワープロ等、（５）用
紙、事務用品等収納庫または収納棚、（６）業務用図書および図書棚。
このような事務所基準はあまりにも要求が厳しすぎて、自宅を事務所として開業することをほぼ不可能にして
いる。また、初期費用が多額にのぼり開業を困難にしている。これでは、行政書士としてユニークなアイデア
でサービス提供しようという意欲ある新規参入者を事実上排除している。なお、わたしが知る限りにおいて
は、弁護士登録やその他の士業の登録でこのような事務所基準が設けられている例はないと思う。この事務
所基準は、行政書士法第８条を根拠としているように推測されるが、当該８条は単に行政書士は「その業務
を行うための事務所を設けなければならない」と規定しているだけ。事務所基準は行政書士法を逸脱したも
のであり、法的に問題があるように思う。事務所基準は撤廃していただきたいと思う。


個人
総
務
省


2 7月26日 8月22日


鳥獣被害に
対する狩猟
期間の通年
設定


現在冬季に設定されている狩猟期間を、比較的安全性の高い囲いわな及び箱わなについては、
都道府県が策定する特定鳥獣保護管理計画（以下「計画」）に基づき、通年設定できるよう規制を
緩和する。


【支障事例】
現在の狩猟期間は11/15～２/15で、イノシシ、シカについては計画により11/１～３/15に設定され
ているが、計画による狩猟期間の延長は、鳥獣保護法で定める期間（10/15～4/15）を越えること
はできない。
年中捕獲を行う必要のあるイノシシやシカについては、狩猟期間外は個別の被害に応じて有害鳥
獣捕獲の許可を要するため、被害への迅速な対応ができない。


愛媛県
環
境
省


制度の
所管官
庁


番
号


受付日
所管省庁
への検討
要請日


提案事項名
（タイトル） 提案の具体的内容等及び提案理由


提案主体
名（会社
名・団体名
等）


1
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農地中間管理機構に係る論点整理（素案） 


 


 これまでの規制改革会議での議論、事務局に寄せられた各委員からの意見等の概略


は以下のとおり。 


 


１．機構の組織について 


（全体の仕組について） 


○競争力ある農業、魅力ある農業、農業の成長産業化を実現するため、機構の活用


によって、新規参入者を含め地域が一体となり、農地の集積・集約を促進するこ


とを、人・農地プラン等の施策も含めて関係者の共通認識とすべきではないか。 


○組織・機能が階層的（県―市町村―地区―受託者）であるほか、機能が重複（理


事会－運営委員会、運営委員会－地区）しているため、問題の解決に時間が掛か


りすぎるとともに、責任の所在が不明確なのではないか。 


○都道府県に実施計画を立案させることとするとともに、政策目標の実現が順調に


進んでいないときには、国として都道府県及び機構に対し、方針の見直しについ


て把握をし、コントロールをすべきではないか。また、各都道府県の進捗を評価


する仕組みを国に設けることとすべきではないか。 


○都道府県が機構として指定する法人の基準を明らかにするべきではないか。 


○既存の農地保有合理化法人の体制を追認するのではなく、経営に精通した者の役


員への登用や、新規参入者も意思決定に参画できる仕組みの構築など、新たな組


織に相応しい体制の在り方を検討すべきではないか。 


○委託できる業務と委託先選定基準を明確化するべきではないか。民間事業者のノ


ウハウが活かされる仕組みとなるのか。 


○機構の業務の一部を委託することができるとするが、委託先は都道府県ごとに民


間事業者を入札で選定することにより、民間ビジネスの活用を通じた競争原理を


適用するべきではないか。 


○受け手希望者の選定に関わる業務を、新規参入者等と利害が対立しかねない者に


委託することは中立性の観点で問題ではないか。 


○農業委員会の関与しない仕組みとするべきではないか。 


○農地保有合理化事業や農地利用集積円滑化事業など、既存の類似制度の整理・合


理化、役割の明確化を図るべきではないか。 
 
（運営委員会） 


○上記の組織の見直しに伴い、運営委員会の設置機関やその役割を抜本的に見直す


必要があるのではないか。 


○運営委員会を抜本的に見直すこととする場合には、機構の職務執行の中立性を担


保する監視・監督機能を高めるガバナンスの仕組を構築する必要があるのではな


いか。 


 


 


資料１ 
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２．農地の出し手について 


（不良農地の滞留の防止） 


 ○利用されない農地に国費が投入されるリスクは防止すべきではないか。 


 ○機構が貸付先が未定として管理することとなる農地について面積の上限を設ける


べきではないか。 


○農地として利用することが著しく困難かどうかの基準を明確化すべきではないか。 


 ○受け手のニーズのある圃場を十分に踏まえて借り入れることとすべきではないか。


また、如何なる農地を圃場整備対象とするかの基準を明確化すべきではないか。 


 ○機構が農地の滞留を防止するために賃貸借契約を解除し得る基準を示すべきでは


ないか。 
 


（出し手への財政措置の在り方） 


○農地が公共性のある国民の共有財産であるとの認識を踏まえ、補助金等で誘導す


るのみでなく、所有者自らが農地の適正な利用を確保する責務を自覚するための


厳正な対処を組み込むべきではないか。 


○耕作放棄地を機構に貸し出した地主に対しても、出し手に対する支援措置たる農


地集積協力金（経営転換協力金・分散錯圃解消協力金）を給付するならば、現在


の制度と比して不公平感・モラルハザードを生じさせるのではないか。 


 ○機構が農地を返還する際に、原状よりも価値の高まった農地の有益費償還義務を


免除する仕組みとすれば、所有者のモラルハザードを助長させるのではないか。 


 


３．農地の受け手について 


（人・農地プランについて） 


○地域の話し合いにより策定された人・農地プラン及びそこに規定された中心経営


体に対し、市町村がどのような責任を負うのかが不明であり、人・農地プランの


法制化には慎重であるべきではないか。 


○現状の人・農地プランに重きをおいた仕組みでは、地元偏重に過ぎ、新規参入者


が入れない。地域外・農外関係者からの新しい発想を取り込むための新たな仕組


みを作るべきではないか。（参加機会の確保等） 


○人・農地プランを農地利用配分計画の作成に用いたり、人・農地プランを事実上


の認可基準としたりすることのないようにすべきではないか。 


 


（公正な貸付ルール） 


○貸付先の選定に当たっては、貸付希望者の公募の実施を必須とすべきではないか。 


○貸付先を決定する具体的なルールを明確に規定するとともに、貸付けプロセス全


体が公表される仕組みとすべきではないか。 


○貸付けを希望して応募したものの貸付けを受けられなかった者について、異議を


申述する機会を確保すべきではないか。 


○農地のリース料について、納得感の得られる水準にするためのルールを設けるべ


きではないか。 
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４．耕作放棄地対策について 


○機構が圃場整備をした農地について、地主に返還されることとなった場合には、


再び分散した農地や耕作放棄地とならない仕組みが必要ではないか。 


○農業委員会による耕作放棄地解消の取り組みを迅速化するとともに、積極的に利


用するべきではないか。 
 
 
５．その他について 


○安定した農業経営が可能な賃借期間を設定すべきではないか。 


○農地台帳の整備に関しては、1か所ログインすれば全国見られるようにするべきで


はないか。 


 


６．中期的な検討課題 


○農業委員会の役割を抜本的に見直すべきではないか。 


○農政における農協の位置付けを明確にすべきではないか。 


○戸別所得補償制度を含め、補助金の効率化・合理化を検討するべきではないか。                             


 


以上 








平成 25 年 9 月 2 日 


規制改革会議議長 


岡  素之  


 


規制改革会議の活動報告（７～８月） 


 


１．6 月の答申後、7 月 26 日、8 月 22 日と２回の規制改革会議を開催し、 


以下の項目について決定し、今期の活動を開始している。 


 


1） 当面の最優先案件 


以下の３項目を、特に緊急性・重要性の高い最優先案件と位置づけ、本会議で 


集中的に審議の上、年内を目処に、当会議としての意見を取りまとめ公表する。 


① 農地関連規制の見直し 


② 保険診療と保険外診療の併用療養制度 


③ 介護・保育事業等における経営主体間のイコールフッティング確立 


 


２）分野別ワーキング・グループの設置 


・今期も規制改革会議の主要検討課題について掘り下げた調査及び審議を行う


ため、以下のワーキング・グループ（ＷＧ）を設置する。 


   ①健康・医療  ②雇用  ③創業・ＩＴ等  ④農業  ⑤貿易・投資等 


※前期設置のｴﾈﾙｷﾞｰ・環境 WG は当面休会。案件が出てきた場合は創業・IT 等ＷＧで対応。 


  ・上記ＷＧの座長・座長代理、専門委員を含めたメンバーは 別紙①のとおり。 


 ・各ＷＧの検討対象項目は、次回（9/12 予定）本会議で審議の上で決定する。 


 


３）重点的フォローアップ事項 


・6 月 5 日規制改革答申のうち 12 項目を「重点的フォローアップ事項」に決定。⇒ 


別紙② 


・各項目別の具体的フォローアップ方法、時間軸等を定めた工程表は、9 月下旬


開催の本会議で審議の上で決定する予定。 


 


 


参考資料 







４） 「規制改革ホットライン」への取組強化 


・本年3月から8月1日までに、国民・企業等から1,025件の意見・要望を受付け、


事務局にて整理のうえ、規制改革に関連すると認められる 459 件を所管省庁に


検討要請。そのうち7月末までに所管省庁から回答のあった226件については、


8 月 13 日に内閣府ＨＰに提案内容と所管省庁の回答を公開済み。 


・今期はさらに取組を強化するため、以下の事項を決定、実施中。 


  ① 規制改革会議に「規制改革ホットライン対策チーム」を設置し、ＷＧと同様、


座長・座長代理を任命。⇒ 別紙③ 


  ② 「規制改革ホットライン」運営方針の策定 ⇒ 別紙④  


    提案の取扱いに関する本会議・対策チーム・事務局の役割分担等を決定。 


  ③ 本年 10 月を集中受付期間とし、集中的周知活動による認知度向上を図る。 


 


５）「国際先端テスト」の積極的活用 


   前期は国際先端テストの手法を 12 項目の審議で試験的・先行的に導入したが、


今期も積極的に活用し、その定着に努める。 


  


２．医薬品・医療機器の価格算定ルールに関する意見の取りまとめ 


 8 月 22 日規制改革会議において、健康・医療ＷＧの「革新的医薬品・医療機器の


価格算定ルール」に関する提案に基づき審議を行ったうえで、当会議としての意


見を取りまとめ、厚生労働省に提示した。 ⇒ 別紙⑤ 


 


３．「農地中間管理機構（仮称）」に関する農林水産省ヒアリングの実施 


・8月22日規制改革会議において、農林水産省の奥原経営局長を招き、日本再興


戦略（戦略市場創造プラン）の「担い手への農地集積等による競争力強化」のため


の施策である「農地中間管理機構（仮称）」の検討状況についてヒアリングを行い、


意見交換を実施した。 


・当会議としては、本件を今期の最優先案件「農地関連規制の見直し」として、 “競


争力のある農業、魅力のある農業、農業の成長産業化”の実現に向け、本機構が


効果的に機能するよう、規制改革の観点から、さらに農林水産省と議論を続け、9


月中を目途に当会議としての意見を取りまとめ、提示する方針。 


 以  上 







各ワーキング・グループの構成員 


◎：座長 


○：座長代理 


ワーキング・グループ 構成員 


■健康・医療 


ワーキング・グループ 


◎翁  百合  委員 


○林 いづみ  委員 


 金丸 恭文  委員 


 佐々木かをり 委員 


 森下 竜一  委員 


竹川 節男  専門委員


土屋 了介  専門委員


松山 幸弘  専門委員


■雇用ワーキング・グループ ◎鶴 光太郎  委員 


○佐々木かをり 委員 


浦野 光人  委員 


大崎 貞和  委員 


佐久間総一郎 委員 


島田 陽一  専門委員


水町勇一郎  専門委員


■創業・IT 等 


ワーキング・グループ 


◎安念 潤司  委員 


○滝  久雄  委員 


翁  百合  委員 


佐久間総一郎 委員 


松村 敏弘  委員 


森下 竜一  委員 


小林三喜雄  専門委員


圓尾 雅則  専門委員


川本  明  専門委員


久保利英明  専門委員


■農業ワーキング・グループ ◎金丸 恭文  委員 


○浦野 光人  委員 


滝  久雄  委員 


長谷川幸洋  委員 


林 いづみ  委員 


北村  歩  専門委員


田中  進  専門委員


本間 正義  専門委員


松本  武  専門委員


渡邉 美衡  専門委員


■貿易・投資等 


ワーキング・グループ 


◎大崎 貞和  委員 


○松村 敏弘  委員 


安念 潤司  委員 


長谷川幸洋  委員 


 


 


（別紙①）







重点的フォローアップ事項 


 


 


規制改革会議として、「規制改革に関する答申～経済再生への突破口


～」(平成２５年６月５日)に掲げた規制改革事項はいずれも着実にフォ


ローアップを行うこととするが、以下の事項については、特に重点的に


フォローアップを行い、その確実な実現を図るものとする。 


 


○再生可能エネルギーに係る規制 


 


○次世代自動車の世界 速普及 


 


○認可保育所への株式会社・NPO法人の参入、保育士数の増加 


 


○すべての社会福祉法人の経営情報の公開 


 


○再生医療の推進 


 


○医療機器に係る規制改革の推進 


 


○いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食


品及び農林水産物の機能性表示の容認 


 


○一般用医薬品のインターネット販売 


 


○ジョブ型正社員の雇用ルールの整備 


 


○労働者派遣制度の見直し 


 


○老朽化マンションの建替え等の促進 


 


○ビッグデータ・ビジネスの普及 


 


            以 上 


（別紙②） 







ホットライン対策チーム構成員 


 


座  長  佐久間総一郎 委員 


座長代理  森下  竜一 委員 


林  いづみ 委員（健康・医療ＷＧ） 


佐々木かをり 委員（雇用ＷＧ） 


滝   久雄 委員（創業・IT 等ＷＧ） 


浦野  光人 委員（農業ＷＧ） 


松村  敏弘 委員（貿易・投資等ＷＧ） 


（別紙③）







「規制改革ホットライン」運営方針について 


 


１．「規制改革ホットライン」の趣旨 


  環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民や企業


等から規制改革に関する提案を受け付ける「規制改革ホットライン」を設置する（平成 25


年 3 月 22 日）。 


 


２．「規制改革会議ホットライン対策チーム」の設置及び構成 


    提案内容の検討にあたり、迅速かつ的確に処理することを目的として、新たに「規制改革


会議ホットライン対策チーム」を設置する。 


    ホットライン対策チームの構成は、座長、座長代理のほか、各ワーキング・グループより


１名ずつの参加（原則、座長代理）を得ることとし、相互に密接な連携・協力関係を図るも


のとする。 


 


３．提案の取扱いについて 


（１）受け付けた提案は、内閣府規制改革推進室において、事実関係の確認及び精査等を行っ


た上で所管省庁への検討要請事項を選定する。概ね２週間ごとに所管省庁に検討要請を行


うとともに、直近の規制改革会議に内容を報告する。 


   報告にあたっては、ホットライン対策チーム座長の了承を得て、各ワーキング・グルー


プに分類する。 


 


（２）規制改革推進室は、検討要請日より原則２週間後をめどに所管省庁から回答を求めるこ


ととし、直近のホットライン対策チームに報告する。 


   ホットライン対策チームは、 


    ア）所管省庁に再検討を要請する事項の有無について検討し、     


    イ）各ワーキング・グループで検討すべき事項（緊急重要案件は規制改革会議）を区


分した上で、規制改革会議に報告する。 


      規制改革会議は、 


        ウ）緊急重要案件と判断した事項は自ら検討（必要に応じ対策チームに論点整理を指


示）するとともに、それ以外の事項は各ワーキング・グループに検討を指示し、 


    エ）併せて、これらの事項の再検討を所管省庁に要請する。 


   その後、規制改革会議及び各ワーキング・グループは、 


    オ）所管省庁と折衝し、事項の処理に取り組む。 


 


（３） ホットライン対策チームは、所管省庁から回答がない場合においても、提案内容の重


要性などから、早期に検討を要すると認められる事項については、所管省庁の回答を待


たず検討に着手する旨を規制改革会議に報告。その場合の手順は（２）のイ）ウ）に準


ずる。 


 


（４）各ワーキング・グループでの処理結果については、規制改革会議に報告する。 


 


（５）規制改革会議は、自らの検討結果及び各ワーキング・グループからの報告を受け、改善


措置を図る必要がある事項について答申に盛り込む。なお、所管省庁が自ら実施するとし


た事項は迅速な対応を求める。 


 


（６）規制改革推進室は、 


    ①所管省庁からの検討結果（更に精査・検討を要すると認められる事項について、規


制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応する旨を付記） 
    ②規制改革会議の審議結果、 


    ③所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置の内容）、 


  について、内閣府ホームページで公表する。 


 


（別紙④） 







「規制改革ホットライン」に寄せられた提案の取扱いについて


所管省庁


ﾜｰｷﾝｸ ﾞ ・ｸ ﾞ
ﾙ ｰ ﾌ ﾟ （対策
ﾁｰﾑを含む）


規制改革に関する提案


検討要請


検討要請内容の報告


必要に応じ調整


所管省庁における検
討結果の報告


処理結果の報告


審議結果の公表


事実関係等の確認・精査
検討事項の選定


所管省庁


検討結果の報告


再検討要請


本会議、ﾜｰｷﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌﾟに再検討
結果を提供


規 制 改 革
会 議


規 制 改 革


会議（ﾎｯﾄﾗｲ
ﾝ対策ﾁｰﾑ）


処 理 結 果 の
取りまとめ


検討


所管省庁からの回
答 を 踏 ま え 、


・所管省庁に再検
討を要する事項の
有無について検討


・各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
で検討すべき事項
（緊急重要案件は
本会議）に区分


・上記検討結果を本
会議に報告


処


理


対策チームから
の報告を受け、


・本会議として自
ら検討（必要に
応じ対策ﾁｰﾑに
論点整理を指
示)
・各ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞ
ﾙｰﾌ ﾟに検討指
示


各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟに分類


処


理


結果の取りまとめに当たり、
必要に応じ協議
（各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟも同じ）


ホットライン以外の事項も含め答申に反映


（政府として規制改革実施計画の策定、閣議決定）


審議結果、閣議決定を
踏まえ、措置の実施


所管省庁


再検討
要請


本会議からの指示
を受け、検討


事
項
に
よ
っ
て
は
、
所
管
省
庁
が
自
ら
措
置
の
実
施


所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置
の内容）について、内閣府ホームページで公表


国民、企業等 規制改革推進室


検討結果の公表※


※ 所管省庁から検
討結果の報告があり
次第、速やかに内閣
府ホームページで、
回答をそのまま掲載
するが、更に精査・
検討を要すると認め
られる事項について
は、規制改革会議
（各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ）において対応す
る旨を付記


・所管省庁から回答が
ない場合においても、
提案内容の重要性な
どから、早期に検討を
要すると認められる事
項については、所管
省庁の回答を待たず
検討に着手する旨を
本 会 議 に 報 告







 


平成２５年８月２２日 


 


革新的医薬品・医療機器の価格算定ルールに関する規制改革会議の意見 


 


 


○ 革新的な医薬品・医療機器の開発は、国民の健康長寿に貢献し、日本の経


済成長に資することが期待される有望な産業分野である。しかしながら、我


が国における医薬品・医療機器の輸入超過は年々拡大傾向にある。 


その一因として、我が国における医薬品・医療機器の公定価格を算定するル


ールが、医薬品・医療機器の日本での研究開発や先行上市を十分に後押しする


制度となっていないことが指摘できる。 


 


○ 現在、中央社会保険医療協議会において、平成２６年度の価格改定に向け


た検討が行われている。 


規制改革会議としては、中央社会保険医療協議会において、①有効な医薬


品・医療機器をいち早く国民に届ける、②我が国の医療分野での国際競争力を


高める、③保険財政の適正化を図る、という３つの観点からバランスの取れた


検討が行われることを期待するとともに、重点課題として厚生労働省に対し以


下の項目を提言する。 


 


１．日本における研究開発及び先行上市の促進 


 


医薬品・医療機器のイノベーションを適切に評価し、日本における研究開


発及び先行上市にインセンティブを与えるとともに、企業から見た価格予見


性を高めることで、日本で先行上市されない要因を取り除くことが必要であ


る。 
 


（１）イノベーションの評価の積極化 
 


・イノベーションの適切な評価を行う観点から、患者の QOL（Quality of 


Life、生活の質）の向上効果がどの程度あるかを客観的に評価する指


標（具体的には諸外国における「質調整生存年」等）や実質的な医療・


介護費用の削減効果（保険財政への寄与を含む。）の数値化を検討し、


それが医薬品・医療機器が持つ価値に反映される価格算定ルールに改


善すべきである。 


・医薬品・医療機器を日本で研究開発又は製造し海外に先駆けて日本で


上市することについて評価し、営業利益率の引上げや加算を行う制度


を創設すべきである。 


・原価計算方式において、革新性の評価をより一層充実させるべきであ


る。 


・原価計算方式において、製品ごとの開発経緯や製造の実態等を十分考


慮し、原価をよりきめ細かく反映できるよう見直しを進めるべきであ


る。 


（別紙⑤） 







 


・新薬創出・適応外薬解消等促進加算を継続すべきである。 


・革新的な医療機器の価格算定に当たっては、対応する手技料（診療報


酬）が、他の医療技術と比べ低くならないよう配慮すべきである。 


 


（２）価格予見性の向上 
 


・類似薬効比較方式（又は類似機能区分比較方式）と原価計算方式のい


ずれが適用されるか、革新性の評価がどのような場合にどの程度なさ


れるか等について、治験開始段階以降において、随時、企業が薬価算


定組織等に相談できる制度を創設すべきである。 


 


（３）「条件及び期限付承認」を受けた再生医療等製品の普及促進 
 


・薬事法改正により創設される「条件及び期限付承認」の運用に当たっ


ては、安全性が認められ、有効性が推定された再生医療等製品が患者


に提供される際、保険外併用療養費制度の活用が想定される。しかし


ながら、普及を一層後押しし、市販後の有効性や更なる安全性の検証


がより進みやすい環境を整えるためには、これに留まらず、「条件及


び期限付承認」を受けてから本承認を受けるまでの間、暫定的に価格


設定し保険適用するなどの措置を講じるべきである。 


 


２．保険財政の適正化 


 


保険財政の適正化を図るため、上市当初の後発医薬品の薬価は原則として


長期収載品の７割とすること等により、後発医薬品の普及が進められている


が、その目的が十分に達せられていない。こうした現状を踏まえ、長期収載


品の薬価を引き下げるとともに、薬価の差が患者の医薬品選択の判断材料と


してより有効に機能するよう改革すべきである。 
 


・長期収載品の薬価については、後発医薬品が上市された段階で大幅に引き


下げるべきである。その際、後発医薬品との適切な価格差について、後発


医薬品の普及に向けた取組みや保険者機能の強化等と合わせて総合的に


検討すべきである。 


・高額療養費制度等の適用（長期収載品でも後発医薬品でも患者負担額は同


じ）により、患者が医薬品選択を行う際に薬価が判断材料とならない場合


がある。後発医薬品の普及を進めるため、医療上、後発医薬品が使用でき


ない場合を除き、患者による後発医薬品の選択を促す措置等を講じるべき


である。 


 


○ 規制改革会議としては、これらの改革事項が平成２６年度の価格改定にお


いて実現されることを厚生労働省に要望する。そのため、中央社会保険医療


協議会等における検討状況を見定め、必要に応じ厚生労働省に対して報告を


求めていきたい。 


 以上 





